
剛結核菌培養旗査が陰性である等の薬
剤感受性検査の結果を得ることができ
ないと判明した場合については、初回
治療で薬剤耐性結核患者であることが
疑われない場合にあってはアのケ)に掲
げるとおりどし、 初回治療又は再治療
で、患者の従前の化学療法歴、薬剤耐
性結核愚者との接 触歴等から薬剤耐性
結核患者である可能性が高いと考えら
れる場合にあっては藥剤感受性結核患
者である可能性及び梨 性結核態者
である司能性のいずれも考庫して、使

用する抗結核薬を決定する。
ウ 潜在性結核感染症の拾療における藁剤
選択

泌在性結核感染症の治療においては、
原則として.1NHの単独療法を6月問行
い、必要に応じて更に3月問行う.ただ
し、 1NHが使用できない場合には、 R
FPの単独療法を4月ないし6月間行
う.

②治療期問に係る留意事項
ア治療開始時に症状が翁しく重い場合、
治療開始時から2月を経ても結核菌培養
検査の成績が陰転しない場合、糖尿病、
じん肺、 HIV感染等の結核の経過に影
郷を及ぽす疾患を合併する場合又は副腎
皮質ホルモン剤若しくは免疫抑制剤を長
期にわたり使用‘している場合に捻、患者
の病状及び経過を考慮して治療期間を3
月間延長できる.

イ再治療の場合には、結核の再発の防止
の観点から、治療期問を初回治療の場合
よりも3月問延長できる、

(3) 治療効果の判定

治療効果の判定に当たっては、結核菌培
養検査の成績を重視することとし、治療開

始時から3月以内にエックス線陰影の拡

大、胸膜炎の合併、縦隔りンバ節腿脹等
が認められるとしても、紬核菌培養検査の
成績が好転しているときは、 実施中の化学
療法を変更する必要はない. ただし、 治療
開始後4月問以上、結核菌培養検査が陽性
である場合又は菌陰性化後に行った結核菌

しゆ色よう

培養検査において賜性が確認された場合に
は、 直近の結核菌培養検査により検出され

た結核菌について、 必ず薬剤感受牲検査を
行う.

4 齢外緒核の化学療法

肺結核の治療に準じて化学療法を行うが、
結核性腺胸、粟粒結核若しくは母関節結核等
の場合又は結核性伽膜炎等中枢神経症状があ
る場合には、 治療期問の延長を個別に検討す
ることも必要である.

第3 ”科的療法

1 外科的療法の一般方針
核の治療は、化学療法によることを原

則とするが、 結核の部位、化学療法の治療

効果等から必要があると認められる場合に
は、外科的療法を行う.

②外科的療法の実施に際しては、化学療法
を併朔するとともに、手術の安全硫保及び
合併症の防止を図るため、薬剤に対して耐
性を有する結核菌の発現状況を踏まえ、手
術後における有効な抗結核薬の使用が碓保
されるように留意する。

2 肺結核の外科的療法
肺結核については、患者の給核菌が薬剤に
対して 性を有していること等の理由によ
リ、化学療法によって結杖菌培養検査が陰性
となることが期待できない場合着しくは陰性

となっても再発の可能性が高い場合叉は昭血
等の症状が改善しない場合には、外科的療法

の実施を検討する。
3 結核性峨胸の外科的療法

急性朕胸については、 穿刺排膿術又は閉鎖
性排膿術を行う。

慢性膿胸については、全身状態によって治
療方針が異なるが、最終的な治癒のためには
外科的療法が必要である.その術式としては、
想胸腔縮小術、 肺剥皮術、胸候肺切除術等が

.
”゙ 老ぐ
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厳る.

4 骨関節結核の外科的療法
骨関節結核については、 重篤な合併症があ
る場合等を除き、 外科的療法として病巣廓
清固定術を行う。
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5 その他の部位の緒核の外科的療法
性器結核、気管支紹核、賜結核、紬核性心
膜炎、胸壁結核、 りンバ節緒核、泌尿器結核、

結核性痔瘻等にっいても、 必要に応じて外科
的療法を行う.
骨関節結核の装具療法
骨関節結核にっいては、 局所の安静を保っこ
とにより病巣の治癒を促進するため、 ヌは外科
的療法の実施後において馬所を固定するため、
装具療法を行う。
また、装具療法の実施に際しては、化学療法

.を併用する.
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